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地域の安心と笑顔を守る

津別消防団

消防団員募集
　津別消防団では、消防団員を募集しています。現在、津別の団員が足りない状況です。津別町を守るため、

一緒に活動してみませんか！

●消防団とは
　市町村に設置される公の機関で、消防署と連携　

　して活動します。

●消防団員の身分
　消防団員は権限と責任を有する非常勤特別職の

　地方公務員です。

●活動内容
　消火活動はもちろん、地震や風水害など大規模

　災害時の救助・救出等に当たります。また、平

　常時は各種訓練や予防活動を行っています。

●消防団員の処遇
　消防団活動に対して、支払われる報酬や、在団

　五年以上の方に支払われる、退職報償金などが

　あります。また、活動中の怪我等に対する公務

　災害補償制度もあります。

●入団資格
▶津別町に居住している人（令和７年４月１日

　より、町外に居住している人でも勤務地が津別

　町であれば入団できます）

▶年齢 18 歳以上の心身ともに健康な人

●その他
　男性消防団員、女性消防団員ともに募集してい

　ます。

問い合わせ先
　津別消防署　総務担当　☎７６―２１８９

タウンニュースつべつでは、消防団の活動につ

いて配信しています。ぜひご覧ください。

年金 ミニ 知識
戸籍年金係8番窓口　☎77－8378

～おトクな制度を知っていますか～
前納でおトクな割引を

　令和７年度の国民年金保険料は月額17,510円ですが、
支払方法によって割引があるのをご存知ですか？

※口座振替・クレジットカードの全納には、事前の申し込みが必要です。
※６か月分前納における上期は４月～９月分、下期は１０月～翌年３月分です。

※６か月分前納における上期は４月～９月分、下期は１０月～翌年３月分です。
※毎月（早割）は、納付期限よりも１か月早く口座振替する制度です。

　北見年金事務所　☎ 0157-25-8703
　役場戸籍年金係　☎ 77-8378

①納付書またはクレジットカードで前納された場合 ②口座振替で前納された場合

前納の申し込み・問い合わせ先

前納区分 保険料額 割引額 申込期限

２年分前納 409,490円 15,670円
２月末まで

１年分前納 206,390円 3,730円

６か月分前納 104,210円 850円
上期：２月末まで
下期：８月末まで

毎月
早割 制度適用外
通常 17,510 円 0 円 なし

前納区分 保険料額 割引額 申込期限

２年分前納 408,150円 17,010円
２月末まで

１年分前納 205,720円 4,400円

６か月分前納 103,870円 1,190円
上期：２月末まで
下期：８月末まで

毎月
早割 17,450 円 60 円 いつでも
通常 17,510 円 0 円 なし
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広報つべつ　2023年 9月号

津別消防署からのお知らせ

問い合わせ先　津別消防署　☎７６－２１８９　【火事・救急は１１９番】 14広報つべつ　2026年 2月号

　ガソリンや灯油などの危険物は消防法により、「指定数量」が定められています。指定数量未満であっても、
指定数量の 5分の 1以上であれば、「少量危険物」となり、美幌・津別広域事務組合火災予防条例で規制され、

「少量危険物貯蔵取扱い届出書」の提出が必要です。

※個人の住居とは、消防法や火災予防条例により消防用設備等の設置が必要ない建物も含む
指定数量（消防法による危険物の品名ごとに定められた数量）

●   届出書の提出が必要な例

●　少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準
　　・標識や掲示板（右図）の設置

　　・消火器の設置

　　・ホームタンク等をアンカーボルトで固定

指定数量以上の危険物

を貯蔵、取扱う場合は、

許可が必要です。

●林野火災注意報
　林野火災の予防上注意を要するときは、林野火災に関する注意報を発令。
（対象となる区域を指定することができる。）
対象となる区域にある者は、火の使用の制限に従うように努めなければならない。
※罰則なし
●林野火災警報
　林野火災の発生の危険性が高いときは、林野火災警報を発令。
（対象となる区域を指定することができる。）
対象となる区域にある者は、火の使用の制限に従わなければならない。
※罰則あり
●火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為の届出
　火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為に「たき火」が含まれ、届出が必要であること
を明確化した。

貯蔵、取扱量 届出 貯蔵・取扱いの基準
指定数量の 5 分の 1 以上

（個人の住居の場合 2 分の 1 以上）

～指定数量未満

◯
規制あり

（美幌・津別広域事務組合火災予防条例）

指定数量の 5 分の 1 未満 × 規制なし

危険物 貯蔵・取扱量 届出
事業所 灯油 ４００ℓ ○

共同住宅 灯油 ９０ℓ ×

工場 ガソリン １００ℓ ○

危険物 指定数量 指定数量の 5 分の 1 以上～指定数量未満
ガソリン ２００ℓ 40 ℓ以上～ 200 ℓ未満

灯油・軽油 １，０００ℓ 200 ℓ以上～ 1,000 ℓ未満

重油 ２，０００ℓ 400 ℓ以上～ 2,000 ℓ未満

60㎝以上
30
㎝
以
上
30
㎝
以
上

火災予防条例の一部改正について
　令和７年２月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災への対策として火災予防条例の一

部が令和８年１月１日付けで改正となりました。

少量危険物の貯蔵、取扱いについて




